
審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 令和元年度第１回津市図書館協議会 

２ 開催日時 
令和元年８月２６日（月） 

午前１０時００分から午前１１時５０分まで 

３ 開催場所 津図書館 ２階視聴覚室 

４ 出席した者の氏名  

（津市図書館協議会委員） 

安部 彰、内田秀哉、鈴木眞理子、野口寛子、古谷正和、松

林秀典、眞部貴子、山川みなみ、 岡美紀 

（事務局） 

教育次長 宮田雅司 

津図書館長（兼）津図書館図書事務長 山下三佳 

津図書館調整・図書館管理担当主幹 赤塚真一 

津図書館奉仕担当主幹 溝田尚美 

津図書館奉仕担当副主幹 山口理絵 

５ 内容 

⑴ 平成３０年度事業実績について 

⑵ 令和元年度事業について 

⑶ 図書館の運営方法等について 

⑷ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

教育委員会事務局津図書館図書館管理担当 

電話番号 ０５９－２２９－３３２１ 

Ｅ-mail  229-3321@city.tsu.lg.jp 

 

議事の内容  下記のとおり



＜事務局＞ お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今から令和元年度第

１回津市図書館協議会を開催いたします。 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、昨年度に引き続き本年度も、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

それでは開催にあたり、改めまして津市教育次長からご挨拶を申し上げま

す。 

 

教育次長 おはようございます。教育次長の宮田でございます。 

本日、令和元年度第一回津市図書館協議会の開催をお願いいたしましたと

ころ、委員の皆さまにおかれましては、非常にお忙しい中、ご出席いただ

き誠にありがとうございます。平素は津市の図書館運営に格別ご協力を賜

りまして誠にありがとうございます。この場をお借りしましてお礼を申し

上げたいと思います。 

本日のこの協議会につきましても、数点の議事につきまして、会議をお願

いしておるところでございます。この会議の中で委員の皆さまからご意見

を頂戴いたしまして、さまざまな市民のみなさまのこの図書館に対するご

要望にお応えしまして、図書館サービスの向上を取組んでまいりたいと考

えておりますので、なにとぞよろしくお願いします。 

簡単でございますが、開会にあたりましてご挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。 

それでは、本日の出席者数をご報告いたします。委員１０名中、９名の方

が出席いただいております。よって、津市図書館協議会条例第５条の規定

による、会議成立の条件である委員の半数以上の出席を満たしております

ので、当会議が成立していることをご報告申し上げます。 

また、この会議につきましては津市情報公開条例第２３条により、これを

公開としております。同時に、会議録につきましても、後日公開をいたし

ますことから、会議内容を録音しております。よろしくご了承賜りますよ

うお願い申し上げます。 

本日の傍聴者は、ございません。 

それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

まず事項書、協議会委員名簿、事務局職員名簿、それから津市図書館要覧

令和元年度版、資料になりますが、資料１ 平成３０年度テーマコーナー・

資料展示、資料２ 平成３０年度事業報告 資料３ 暮らしに役立つ図書館

講座チラシ、資料４ 第１０５回全国図書館大会三重大会のチラシ、資料５ 

令和元年度津市図書館行事予定一覧、資料６ ２０１９マナーアップキャン

ペーンでポスターに印刷したものになります、資料７ 津市手づくり絵本コ

ンクールチラシと裏面が募集要項となっております、資料８ 手づくり絵本

教室チラシ、資料９ 特定管理者制度・業務委託の導入等について、資料１

０ 図書館における指定管理者制度の導入について２０１８年調査（報

告）、資料１１ 県立図書館への指定管理者制度の導入の動きについての通

知、資料１２ 図書館を良くしていける図書館員を、これは出版ニュースを

写したものです。あと、刊行物として、図書館たいむず８月号・９月号、

ようこそ図書館へ第２６号、以上になります。不足している資料はござい

ませんか。 

それでは、議事の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

古谷会長 では、改めまして、おはようございます。本日もよろしくお願いいたしま



す。それではこれより事項書に沿って、会議を進めていきたいと思いま

す。 

まず、事項書１の平成３０年度事業経過について、事務局の方から説明を

お願いします。 

 

＜事務局＞ 津図書館長山下でございます。恐れ入ります。座って説明をさせていただ

きます。 

それでは、平成３０年度の事業実績につきまして、令和元年度版津市図書

館要覧に沿いまして説明をさせていただきたいと思います。 

まず、１頁から２頁にかけまして、施設の概要となっております。市内の

図書館９館２室を運営させていただいておりまして、それぞれの所在地、

電話番号、休館日、開館時間や職員数、あと当初予算額などが書いてござ

います。 

この中で、２頁の平成３０年度、平成３１年度(令和元年度)の予算の内容

といたしましては、図書館費というのは、人件費、維持管理費などの図書

館にかかる全ての予算になっておりまして、資料費という項目がございま

すが、図書資料やＤＶＤなどの視聴覚資料の購入費用でございます。予算

は津市全体で縮減傾向の中で、資料費を据え置くことができました。ま

た、今年度予算を見ていただいていますが、久居ふるさと文学館の図書館

費がかなり増額になっております。こちらについては、主に利用者用駐車

場の整備にかかる費用がございますので、増えてございます。今後とも、

適正な予算執行に向けて努めてまいります。 

次に、３頁は組織図、４頁は津市図書館協議会の条例ということになって

おります。 

次に５頁から１３頁までが図書館資料の統計資料になります。 

まず、５頁から６頁かけまして、図書館資料、（１）の図書資料。６頁中

段あたりの合計欄を見ていただければと思います。一般書が７５万４，１

８５冊、児童書が３３万９，１３１冊、合わせて１０９万３，３１６冊所

蔵をしております。 

続きまして、７頁をお願いします、こちらにつきしては、（２）としまし

て特別集書、市内の篤志家の方々からご寄贈いただきました古文書等の一

覧となっております。（３）は視聴覚資料の状況でございます。 

次に８頁から１３頁までは、雑誌や新聞の所蔵状況と保存年限の一覧にな

っております。新聞についても保存年限を決めまして、保存している状況

でございます。 

次に１４頁をお願いします。地区別貸出登録者数でございます。こちら

は、平成３０年度中に図書館資料を借りていただいた方の人数になりま

す。地区別貸出登録者については、市内在住の方が２８，４６０人、内在

勤・在学の方を合わせますと、２９，０６５人の方にご利用いただきまし

た。そして、その利用者の方を年齢別に分けましたのが、その下の表にな

ります。年齢別登録者数となりまして、区分は、未就学児、小学生、中学

生、高校生、大学生、それ以降は年代別という形で統計を表示しておりま

す。 

次に１５頁から１９頁までにつきましては、利用状況となっております。 

１６頁の中段あたりの合計欄をご覧ください。一般書につきましては７８

万１，６５０冊、児童書につきましては４９万２，８６６冊、合計で１２

７万４，５１６冊のご利用がございました。 

次に、１７頁をお願いいたします。月別の曜日別貸出冊数の一覧となって

ございます。やはり土日でございますとか、７・８月の夏休みの利用が多

い状況となっております。 

次に１８頁をお願いいたします。こちらは視聴覚資料も含めた個人用と団



体貸出の利用状況となります。すべて合わせまして、合計で１３２万７，

８５７点の利用がございました。   

次に、１９頁をお願いいたします。それぞれの各種利用の件数の内訳が表

示してございます。 

団体貸出につきましては、団体に対して１か月間貸出する制度になってお

ります。一回に月２００冊が最高の冊数として運営させていただいており

ます。 

郵送貸出につきましては、来館が困難な方、障がい者の方に限られます

が、郵送でやり取りする制度になります。その利用者数が表示してござい

ます。また、その右横でござますけれども、相互貸借といいまして、津市

図書館に所蔵がない本につきまして、市外・県外の図書館と本の貸し借り

を行っている状況でございます。 

平成３０年度は他の図書館からお借りしているのが２，１９５冊、津市図

書館から他の図書館へ貸し出しをしたものが、４，６７０冊となっており

ます。 

次に２０頁につきましては、各種指数ということで、（１）が市民一人当

たりの館別貸出点数、（２）が在勤・在学者を含む登録者一人当たりの貸

出点数、（３）が地域別登録者一人当たりの貸出点数、（４）が地域別登

録率、（５）が市民一人当たりの館別蔵書冊数、（６）（７）につきまし

ては当初予算額に対して、（６）が市民一人当たりの館別資料費、（７）

が貸出コスト 貸出点数１点当たりの図書館費でございます。 

２１頁をお願いいたします。過去５年間の推移を示してございます。平成

２６年度から平成３０年度までの５年間の蔵書冊数・個人貸出点数・団体

貸出点数の推移でございます。 

蔵書冊数が２９年度に比べてまして３０年度は減少しております。いろん

な要素があるかと思いますが、一つは津図書館のところがかなり減ってい

るところでございます。各図書館そうなんですけれども、所蔵する場所が

いっぱいになっておりますことから、新たな図書資料を入れるため、除籍

作業が必要ということで行ったものが減になっておろうかと思います。個

人貸出点数の減少ですけれども、人口的にも少し減ってきているという中

で、図書館利用者が減ってきているのかな。あと、うぐいす図書館なんで

すけれども、昨年度天井改修のために昨年１０月から今年の２月まで休館

しておりましたのでそういうったことも要因の１つかと考えております。 

次に２２頁でございます。学校との連携ということで、学校支援の研修講

座の状況を示してございます。昨年度は１日ということになっておりま

す。 

こちらにつきましては、学校への支援を効率的に進めるために、教育研究

支援課と連携を取りまして、学校図書館の司書、ボランティアの方を対象

とした研修会となっております。 

次に２３頁をお願いいたします。こちらは社会見学でありますとか職場体

験の受入状況ということで、各図書館、学校の方から子どもたちがお越し

いただいて図書館をみていただいたりとか、少し業務の方を手伝っていた

だいたりとか、社会的な体験をしていただいています。 

次に２４頁から２７頁までは、行事等の一覧でございます。図書館主催事

業で行いましたおはなし会や講座などの行事の実績となっております。各

館において、定期的におはなし会を行ったりですとか、また、２６頁上か

ら２つ目ですが、暮らしに役立つ図書館講座を毎年いろんな企画をしてい

るところで、今年は「気がつけば三重弁～ふるさとのことばは文化財～」

をテーマに元岐阜放送アナウンサーで浜松学院大学非常勤講師の神田卓朗

さんに、執筆された著書「三重弁やん」を題材に三重弁についてお話いた

だきました。また、こういったおはなし会や各種講座、イベント以外に、



お配りしております資料１になりますが、細かい字なんですが、テーマコ

ーナーを作ってみたりとか、資料の展示、市民の方の展示を行っておりま

す。 

また要覧の方に戻っていただくのですが、２８頁をご覧いただけますでし

ょうか。図書館での行事等にご協力をいただいているボランティアグルー

プの紹介となっております。 

２９頁は視聴覚ライブラリーの状況でございます。社会教育や学校教育に

関するビデオ、ＤＶＤを団体への貸し出しをしている状況が示してござい

ます。貸し出しましたビデオ、ＤＶＤは、高等学校や短期大学の教材とし

て、また、児童館や老人施設の方にもご利用いただくこととなりました。 

次に、平成３０年度の重点目標に対する報告をさせていただきます。資料

２をご覧いただけますでしょうか。前回の協議会でも事業経過をお伝えし

ましたところでございます。１に掲げているもの、３に掲げているものに

つきましては、前回説明いたしましたとおりですので、割愛させていただ

きます。２の、子どもの読書環境の整備を推進するとともに、子どもが読

書に親しむための事業の充実に努めます。という項目は、年間を通して各

館が内容を工夫しながら、おはなし会や講座などを開催した年度最終まで

の状況でございます。 

一番右の欄をご覧いただきたいと思います、事業の評価・成果ということ

で、①おはなし会の参加人数につきましては最終延べ４，９４７人、②児

童向け講座参加数につきましては１，０９９人、③児童向けイベント参加

人数３，３２６人、④児童図書購入実績１０，７６５冊となりました。ほ

ぼ前年度を上回る実績を上げることができたということで、一定の目標を

達成したかなと思っております。今年度もできる限り参加を募っていきた

いと思います。 

以上で、平成３０年度の事業実績等の説明を終わります。どうぞよろしく

お願いたします。 

 

古谷会長  はい、ありがとうございました。資料が膨大なんですけれども、この

後、ご質問やご意見をということなんですが。目次がはじめにありますの

で、これを見ていただいて１番の図書館資料、１４頁までの部分で何か、

ご質問やご意見がありましたら、お出しください。 

 

内田委員  はい。 

 

古谷会長  はい、お願いします。 

 

内田委員 １３頁に新聞のタイトル一覧があります。その中に、久居ふるさと文学館

に点字毎日という新聞が１年６か月、この点字毎日というのは目の悪い方

向けのものだと思うのですが、どのぐらい利用があるんでしょうかね。 

 

古谷会長 事務局、お願いします。 

 

＜事務局＞ 奉仕担当山口でございます。よろしくお願いいたします。 

新聞の利用ということなのですが、新聞の方は新聞のコーナーに当日のも

のと、数か月前までのものを置いてございまして、利用者様が自由にご覧

いただくような形で、とくに貸出申請があったりとか受付をするといった

りとかすることがありませんので、利用状況が把握しづらい状況となって

おります。 

 

古谷会長 利用状況については把握できないということですね、新聞全てについて



は。 

 

＜事務局＞ そうですね。館内で気づいたときに、読んでらっしゃるなという気付きは

できるんですが、なかなか件数としてカウントすることなどは難しい状況

です。 

 

古谷会長 ありがとうございます。 

 

内田委員 たぶん、目の悪い方が図書館に来られるというのは特別なことだと思う

んですよ。点字毎日を読まれなくても、来られるというカウントはできん

のかなと思ったもので。津の図書館では、そういった方いらっしゃらない

ですか。盲人の方が来られるとか。 

 

＜事務局＞ ご利用をしていらっしゃる方はいらっしゃいます。おはなし会のボラン

ティアさんにもいらっしゃいます。 

 

内田委員 健常人と区別するんじゃないんですけれども、そういう方を一応数値を

確保したほうがいいんじゃないかと思うんですね。今後、いろんな意味で

視聴覚障害の方とか、車いすの方とか増えてくると思うんですよ、国会で

も二人いらっしゃるんでね。日本全国そういう障がい者の方に対する目が

変わってくると思うんで、もしできればどのぐらいいらっしゃるかだけで

も、その人たちがどの本を読むかっていうところまで調べる必要はないの

で、全体の人数の中で何％ぐらいいるかということは、カウントしてもい

いのかとなとちょっと思ったもので。 

 

＜事務局＞  ありがとうございます。ちょっとできるかということになろうかと思う

のですけれども、それほど多いとは思えませんというところもあります

し、おっしゃっていただいたように今後増えるというような可能性も含め

まして、取組んでいこうかなと思います。 

 

古谷会長 ありがとうございました。この部分で他にいかがでしょうか。今、図書

館資料の１４頁までの部分ですが。 

よろしいですか。では、目次でいうと２番の地区別貸出登録者数、３番

の利用状況、４番の各種指数、１４頁から２０頁の部分で、ご意見やご質

問がありましたら、お出しください。 

  

古谷会長 よろしいでしょうか。司会をしながらあれなんですけれども、１７頁の

曜日別貸出冊数を見させてもらっていて、７月と８月が夏休みに当たるの

で、若干貸出、月の貸出の数が増えてるんですが、もっと増えているんか

なとも思ったんで、そんなこともないんですね。 

 

＜事務局＞ そうですね。 

 

古谷会長 年間を通して一番７月と８月が多いと思うんですが、子どもたちが夏休

みの場合はもっと増えるんかなと思ったら、冊数だと１万冊ぐらいです

か、増えているのが。これは意見でも何でもないのですが、感想なんです

が、学校現場に居るものにとっては、もっと増えているという印象があっ

たんですが、この程度なのかなと感じました。 

 

＜事務局＞ 確かに、ご家庭で習慣となっている方につきましては、年間を通じてご

利用いただいているだろうし、若干という感じは確かに否めないかと。 



 

古谷会長 来館する様子でいくと、子どもだけで来るのではなくて、親御さんと来て

いるというのが一般的ですかね。 

 

＜事務局＞ はい、そうですね。どうしても校区もあるので、近い子どもさんしか、

お子さんだけで来るのは難しいようですね。今ですと宿題の追い込みとい

う感じで、親子でいらっしゃっています。 

 

古谷会長 よく７月８月は、受験する子が静かな環境を求めて図書館を利用すると

いうことがよくあると思うんですけれども、その子らはその貸出数には反

映されてこないということですね。 

 

＜事務局＞ はい、しないということですね。来館者としては学習室とかに見えたり

とか、調べ物をするというとかその場で閲覧していただいて、夏休みの宿

題に使っていただくのか、研究というのはしていただいているので、そう

いった中のご利用というのは確実に多いんですけれども、本を借りていく

っていう部分には少し数字には表れていないかなと。 

 

古谷会長 ありがとうございました。 

 

鈴木委員 夏休みですと、各小学生、中学生は学校の方である程度２、３冊とか借り

てくるんですよね、どこでもね。それもあるんじゃないんですか。 

 

古谷会長 そうですね。夏休みの初めに１人、２冊とか３冊借りて。 

 

鈴木委員 ありますよね。 

 

古谷会長 学校によっては、途中で借りる本を変更する取り組みをしてますのでね。 

なかなか、親御さんの都合がつかないと、子どもたちは行きにくいですよ

ね。特に小学生とか。 

 

松林委員 保護者の意見ですけど、やっぱり校区外なんですよね、図書館って。いざ

連れて行こうと思うと、土日なんですよね。土日となると他のイベントが

あって、どうしても図書館じゃなくてそっちにってなってしまったりと

か。ただ、小学校の図書室の開放も、今年３日ありましたけど、僕行って

たんですけれども、そんなに多いかというと多いわけではない。なんでな

んかなとういところで。でも２０人ぐらいは、３日ともいたのかな、それ

ぐらいは子供たちいて。読み聞かせ会もあったんですけれども、１０人ぐ

らいの子どもたちはいて、っていうような状況で。学童に行っちゃってい

る子は、学童で締め込まれっちゃって、夏休みはそういう影響があるのか

なと思います。 

 

古谷会長 そうなってくると、図書館に子どもたちを足を運ばせようとすると、土日

に何かこう別のところで提案ありましたように、イベント的なもので引き

寄せる、そのときに、本も借りて行ってもらえるっていう流れが現実的か

なと思いますね。 

 

岡委員 すみません。 

 

古谷会長 はい。 

 



岡委員 イベントを土日にして本を借りて行ってもらうというのはいいことだと思

うんですけれども、実はこの３日前にイベントを、私たち開催して、本を

借りていってください、安濃図書館にもし登録していない人居たら言って

ねって話をしたんですよ。そうするとお客様の中に、鈴鹿の方がいらっし

ゃった。安濃図書館、当初は、津市に合併するまでは大丈夫だったんで

す。津市以外でも。でも今津市以外の方は登録できないんです、津市がそ

ういう方針なんです。別に非難しているわけではないので気になさらない

でください。  

ただ、田舎ですので、里帰りしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃる

んですね。だから、おばあさん、おじいさんが持っているカードでは足ら

ない。だから、子どもたちとか帰省された息子さん、娘さんで、登録し

て、１週間とか長い方だと１か月滞在する方もいらっしゃるので、そうい

うのにカード作れるといいねっていう話はやっぱりあるんですよ、しょっ

ちゅうおじいさん、おばあさんが連れて来られないから。で、ここぞとば

かりに図書館ＰＲしたら横やりが入ったんですよ、ごめん、言わないで、

これはちょっと借りれないんだからって言われて。あ、そうなんって。 

で、今ね、１４頁みたんですよ、地区別登録者数、その中に、その他県内

っていうのがあるんですよ、これはどういうことですか、どうやってその

他県内の人がその登録カードを作れたんですか。 

 

＜事務局＞ すみません。在住の方ではなくて、在勤、在学ということで、今鈴鹿の方

であっても津市に勤務されている方とか、学校来て見える方がいるのでと

いうところですね。 

 

岡委員 そういう意味か。 

 

＜事務局＞ そうですね。あとは、住民登録地と実際の住まいが違う方もあるので。 

 

岡委員 今の津市の基準だと、津市に在住・在勤・在学だけなんですね。そうする

と、帰省したときはダメなんですね。 

 

＜事務局＞ そうですね。少し、例外もあろうかとは思うんですけどね。 

 

岡委員 私たちみたいに子どもたちに、そういったイベントをすると、どうして

も、津市外の方もいらっしゃるんですよ。そのときに、せっかく借りたろ

って思ってくれているのに、もったいないなと思うんですよ。相互貸出と

いうのがあるので、いいんじゃないんですか津市以外の方以外の方が借り

てもって思うんですが、おかしいですか。一つの提案です。 

 

＜事務局＞ 松阪市などはそういう状況で、県内のお住いの方でしたらというのはあり

ます。 

 

岡委員 今言っているのはたぶん安濃に限るんだと思います。旧安濃町がそうだっ

たから、それが津市になって不自由になったからそういうふうに感じるん

だと思うんです。旧津市の方は、もともとそうだったから何も感じていな

いと思います。たまたま旧安濃町はそうだったんですよ、三重県内の方で

あったらＯＫですよとか。とにかくできたんですよ。広く田舎やからと思

います。 

 

＜事務局＞ 広域っていう形がとっていれたというのもありますしね、行政区が変わっ

ていますからね。 



 

岡委員 何でもかんでも津市になったからって津市だけじゃなくて、館で自由にし

てもいいんじゃないかなって思うんです。その館その館の特色というの

か、津市だと把握しきれないでしょうけれども、田舎だと把握できるんで

すよ、あっ、この子はどこどこさんとこのだれだれだって感じで。そうい

うのは１００％は無理かもしれないけど、ちょっと自由な遊びの部分があ

ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。というのも単に貸出冊数を

増やしたいという気持ちだけですので、他意はありませんので。 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。ご意見の方も参考にさせていただきまして、今後

ね、どういう取り組みで、どういう基準をもっていくか、地域の実情もあ

りますので、そういった内容も確認したうえで、なんか良い利用方法が見

つかればと思います。ありがとうございます。 

 

岡委員 お願いします、すみません。 

 

古谷会長 そうしたら、目次で言いますと残り２１頁から最後まで、５番、６番、７

番、８番のところで、ご意見ありましたらお出しください。 

説明の中では別紙の資料１と２もお話しいただいたと思いますので、その

部分も何かありましたら、お話しください。 

 

安部委員 それでは。 
 

古谷会長 

 

はい、お願いします。 

安部委員 ２１頁の蔵書冊数の推移の年度別の推移のところなんですけれども、先ほ

どご説明いただきましたけれども、主に収蔵スペースの関係上、除籍をさ

れて、それで総数の点数が昨年度比で減っているというようなご説明があ

りましたけれども、これは何年。たとえば、これは５年には１回ぐらい

は、スペースが埋まってくるので、大幅に除籍をするという、要は例年の

毎年やっているものとは別に、という形でしょうか。 

 

＜事務局＞ 毎年、特別整理期間に整理をしているんですけれども、特に３０年度につ

きましては、こちら津図書館につきましては、３年に１回リサイクルフェ

アというのを行っております。除籍した資料を市民の皆さまにお持ち帰り

いただくということをしています。津図書館以外につきましては毎年行っ

ていたりとか、２年に１回行っていたりとかあります。といいますのもこ

ちら津図書館については、規模が大きいもので、一度に除籍資料を選書す

ることが難しいもので、３年１回ということをさせてもらっています。あ

と、リサイクルフェアをする会場というのもかなり広い場所が要るという

ことで、そういうことをしているという中での、３０年度はとくにリサイ

クルフェアの年にあたっているということで、数字としては多くなってい

ます。 

 

内田委員 それに関連して、除籍の基準というのはあるんですか。 

たとえば、文学だったら文学というジャンルで、何年以前に発行されたも

のは必要ないとか、そういう基準で除籍されるんですか。 

 

＜事務局＞ 明確にこう何年っていう、雑誌のような保存年限を決めてという基準は設

けていません。 

 



内田委員 例えば、本があまりにも汚れているから、これは除籍するとか、そういう

見た目で判断されるのか。 

 

＜事務局＞ 見た目の部分はまず第一にあります。日々、修理の本というのはどんどん

でてきまして、治せるものはどんどんなおしているんですけれども、背か

ら外れてしまっているとか修理がとても不可能とういものは、廃棄になっ

たり除籍にまわったり。 

 

内田委員 それはデータ取ってないですね。 

 

＜事務局＞ そうですね。 

 

内田委員 除籍の何パーセントが毀損している本だから、除籍すると。それが全体の

何パーセントぐらいかというデータはないですね。 

 

＜事務局＞ 数字では。 

 

安部委員 はい。 

 

古谷会長 どうぞ 

 

安部委員 たぶん、複数同じものを、副本で所蔵されているものとかは、対象になり

がちかなと思うんですが、その際、利用実績みたいなものに照らし合わせ

ながらですかね、一つは。 

 

＜事務局＞ そうですね。利用実績は必ず見るようにして、最近利用がない本は上がっ

てはきますが、今までの利用実績を見て利用の多いものは、残すようにし

ています。 

 

内田委員 そうすると、かなり重要な書籍であっても、利用者が何年に一人しかない

というと、除籍されてしまうことがあるわけですか。 

 

＜事務局＞ その辺をカウンターの職員の利用の記憶ですとか、著者の評判とか本の評

判とかですね、いろんな情報を加味しまして、なるべくそういった本は残

すようにしています。 

 

安部委員 基本的には、一冊しかないものはなるべく残す方向なんでしょ。 

 

＜事務局＞ そうですね。 

 

内田委員 ただ、壊れてたら除籍されるんですよね。 

 

安部委員 そうですね、その場合はそうですね。 

 

＜事務局＞ 買い替えなども検討はして、発注はしてみるんですが、やはり品切れとか

絶版になりまして。 

 

内田委員 そうですね。たとえば津図書館にしかないという本がありますよね。他の

久居とか安濃とかにダブって所蔵されているやつだったら、別に津図書館

で除籍しても他のところで借りられると。津図書館にしかないっていうや

つで、相当汚れていればしょうがないにせよ、その場合は除籍の基準はか



なり難しいんじゃないかなって僕は思うんでけどね。 

 

＜事務局＞ 館内に最後一冊っていうのが悩ましいところになりまして。 

 

内田委員 たとえば、この本は除籍されますというのは、津図書館ではホームページ

なんかで出されているっていうことはないんですね。 

 

＜事務局＞ していないですね。 

 

内田委員 それは、もう図書館の判断だけで、借りようと思っていたら除籍されてい

たということもありうるわけですよね。 

 

＜事務局＞ タイミングでは。順序といたしましては、開架の、皆さんが見ていただく

スペースにあります本につきまして、閉架書庫に回す本を決めます。その

後、閉架書庫にあります本につきまして、今おっしゃっていただいている

ように、何年も貸出がないでありますとか、複本があったりっていうもの

が、そのあと除籍という流れになるので、開架されている本がいきなり、

こう除籍にすぐなっていくということではないんです。長い年月をもっ

て、書庫に入って除籍の対象に挙がってきて、それを選別しての除籍作業

という形をとっております。 

 

岡委員 それは司書さんの苦労されているところかと思います。 

 

内田委員 出版社の方も新刊が出て、わりとすぐにそれから印刷しないっていうこと

がありますよね、いろいろね。だから、そのだいぶ前に、例えば何十年前

に出したのが、もうその本しかないというのがあって、確かにそれを借り

る人は少ないけれど、そういう場合はちょっと、十分に研究していただい

て、除籍される場合はねと思うんですけれどね。 

 

＜事務局＞ 次の救いの方法としては、リサイクルフェアとして皆さんの手元に行くの

かなと。極端ですけれども国立の国会図書館からも借りることが可能です

ので、先ほど相互貸借というところの話の中で、市外、県外の図書館から

借りますよという中で、国立国会図書館も含まれておりますので、最悪そ

こにはあるだろうという気持ちもあります。 

ほんとに特殊な本、私ども司書が見誤らないように選別をしていかなけれ

ばと思っております。 

 

古谷会長 ありがとうございました。では、平成３０年度事業実績について、全体関

わって質問よろしいでしょうか。 

 

山川委員 はい。 

 

古谷会長 はい、では山川委員お願いします。 

 

山川委員 お願いします。すみません、質問というより感じたことなんですけれど

も、２１頁の団体貸出について少しお話をさせてください。 

今年度から勤務する小学校が変わったんですけれども、月に１回団体貸出

をさせていただいていて、そんなことが初めてだったので、どんな風に借

りれるのかなと思っていて、ちょうど今５年生を担当させていただいてい

るんですが、５年生の社会の授業で、沖縄について調べたり、北海道につ

いて調べたり、岐阜県について調べたり、ほんとにいろんなところについ



て子どもたちが調べて考えていく授業が多いんです。学校の図書館の中の

資料だけではなかなかみんなが十分に勉強できなくって、そんなときに団

体貸出で３０冊程度１学年貸し出しをさせていただけるので、ほんとに５

月に沖縄のこと、６月に北海道のこと、７月は総合でお米づくりのことっ

ていって、テーマ別にたくさん貸し出しをさせていただいて、子どもたち

インターネットで調べはするんですけれども、やっぱり書籍から得た情報

の正確性であったりとか、子どもたち自身調べることすごく楽しんで勉強

させていただくことができました。ありがとうございました。 

 

古谷会長 ありがとうございました。 

 

＜事務局＞ 学校の状況、どんな本を私ども購入して提供できるかというところです

ね、学校ですとか、それを携わっている教育研究支援課などとですね、十

分連携をとる場ですとか、そういったものをこう作れたらいいのになと思

います。そうやって借りていただいているということで、ありがとうござ

います。 

 

古谷会長 学校の図書費も限られていますのでね、なかなか学校だけでは揃えられな

いので、団体貸出という制度は学校にとってはありがたい制度です。 

 

野口副会長 まん中こども館の方でも団体貸出させていただいているんですけれども、

毎月ほんと２５０冊っていうのもなかなかこう選ぶというのも大変なんで

すけれども、多岐にわたりながら大人向けの本、小学校、中学校向けの本

とかというふうな形で。うちも毎年増やしていきたいと読み語りもそう要

りますので、小さい子のための本、０歳からの本というのは、毎年購入し

ているんですけれども、それでもやっぱりほんとにいろいろな形のものが

今いっぱいでておりますので、そういう意味でも貸出できるのはとてもあ

りがたいと思っています。 

利用された中では、これは借りることはできないのですかとおっしゃるの

で、すみません図書館の方へ行ってください、必ずありますので、ご紹介

させていただくこともあって、ほんとに連携とれてるなって思うことがあ

ります。ありがとうございます。 

 

古谷会長 

 

一か月で最高２００冊、すべての館で同じ条件ですか。 

＜事務局＞ それは、申し訳ございません。所蔵数の少ない館ですと、２００冊借りら

れてしまうと、運営ができなくなるので、１００で抑えたりとか、登録さ

れている人数にもよりますもので、さまざまということになるのですが。 

 

古谷会長 ありがとうございました。 

 

松林委員 

 

いいですか。 

 

古谷会長 はい、お願いします。 

 

松林委員 ２２頁の学校との連携のところなんですけれども、私は小学校の読み聞か

せボランティアさせてもらってまして、図書館司書の先生の方から、学校

図書館司書の研修講座の案内はいただくんです。たぶん、８月２２日に今

年あったのかな、１人行ってまして、１月２７日のものにも２人行くと聞

いているんですけれども、この２２頁の文言の書き方ですと、学校図書館

で行われる講座に対して講師を派遣しますという言い方なので、もし我々



が学校の図書館と連携して、何か図書室と連携して、何か勉強会をしたい

ねって考えて、図書館へお願いしたら、何かしていただけるんかなという

文言なので。今まで我々の認識では、図書館さんが用意してくれた講座に

対して、ご案内が来てそれに我々が出向くっていうイメージなんですけれ

ども、この文章を読むと派遣してくれるような文言なので、あれって思っ

て気になったんですけど。 

 

＜事務局＞ 

 

こちらについては、学校さんの方、市でいうところの担当部局、教育研究

支援課の方との連携で行っている事業。図書館で開催する講座というのが

２６頁にあるんですけれども、こちらについては、図書館主催でしている

講座で、呼びかけて皆さんにお越しくださいというもので、少し違ってい

て。おっしゃっていただたように、要請があれば伺うというのがよろしい

んですけれども、職員の勤務の都合上というところも含めまして、個々の

学校さんへ行かさしてもらうとちょっと足りなくなるので、一同に会して

こういった形で、年１回とか２回とか派遣をさせていただいていると。 

 

松林委員 今年は多いんですね。なんか知らないけど、案内もらっているのが。 

 

＜事務局＞ 津図書館から職員が出向いているのが２回でして、２２日はつつみあれい

さんをお迎えした講座、冬のものは短大の方の司書の職員が講師となりま

して研修をするという予定かと思います。 

 

松林委員 もう一つ、別のもので山口さんが７月５日にされているのがありますよ

ね。 

 

＜事務局＞ 

 

はい、今年度は２回。 

松林委員 ですよね、だから２回ずつあるのですね。去年は１回だった。 

この案内も図書館司書の先生のところへ来てそこから降りてくるもので、

気が付いたら締め切りが終わっている状況になってたりして。 

 

＜事務局＞ そうでしたか。 

 

松林委員 なかなか、やっぱり今メンバー２０名ぐらい居るのですが、全員があと３

日が締め切りって言われると、えって感じでなかなかそろわなくて、こう

行きたくても行けないよねっていう話もちょっと出たりするので。なんか

もうちょっとうまく案内もあるといいなって思ってたりもするんですけれ

ども。 

おそらく各学校さんボランティアさん居ると思うんです。ボランティアの

方々にこういう案内来ると、特につつみあれいさんとかになると、皆さん

行きたいんじゃないかなと思うので、こういう案内も明確にというかタイ

ムリーに届くといいなと。意見として。 

 

古谷会長 はい。 

 

＜事務局＞ こちらの方は、ご案内しております担当課の方へこういうご意見ありまし

たということで、報告しておきます。 

 

古谷会長 それでは、時間もだいぶ押しておりますので、事項書の方へ戻らせていた

だきます。 

 では、令和元年度事業につきまして、事務局の方から説明をお願いしま



す。 

 

＜事務局＞ 令和元年度事業につきまして説明させていただきます。先ほどの図書館要

覧３０頁をご覧いただけますか。時間も来ましたので、少し割愛させてい

ただきながら、いこうかと思います。１番の概要につきましては、図書館

全体につきまして、どういうことが重要か書かせていただたいておりま

す。ほぼほぼ前年度と同じですので、割愛させていただきまして、２番の

令和元年度重点目標を説明させていただきたいと思います。 

（１）の暮らしに役立つ図書館講座として、英語多読の講座を開催するこ

とに合わせて、洋書の収集も進め、新たな読者層の開拓や読書活動に繋げ

ます。ということで、資料の３をご覧いただきたいと思います。今回、豊

田高等専門学校の西澤教授をお招きいたしまして、英語多読の進め方や始

め方についてお話しを伺うこととしております。もうすでに、講座の方は

定員いっぱいになっておりまして、関心の高さを感じているところでござ

います。洋書につきましても、少し、収集の方を始めているところでござ

います。 

（２）ですけれども、津市図書館情報システムの更新に伴い、図書館ホー

ムページにおける検索機能の追加や在架資料に対する予約機能の追加な

ど、非来館者サービスへの拡充を行い、利用の促進を図ります。こちらの

方ですけれども、今年、図書館情報システムの更新を行います。その時期

につきましては、ホームページとか図書館カレンダーでお知らせしている

ところでございますが、今年の１１月１６日から３０日までの１５日間津

市図書館９館２室を休館いたしまして、システムの入れ替えをさせていた

だくこととなっております。また、マイナンバーカードの利用の促進とい

うこともありまして、そういったものが図書館カードとして利用できる、

図書資料の貸出も可能となるような機能の追加していこうとしているもの

です。この機能の運用については、来年の３月を予定しています。マイナ

ンバーカードが入ってきたからといって、図書館カードがなくなるという

ものではありませんので、マイナンバーカードをお持ちの方がいろんなと

ころで利用できて便利になっていくんだよっていうところを目的としてお

りますので、ご理解の程をお願いいたします。 

（３）になりますが、レファレンスサービスを強化するため、さまざまな

分野にわたる資料の充実を図るとともに、職員研修の機会を設けることに

より、職員能力の向上を図ります。こちらにつきましては資料の４をご覧

いただきたいと思います。こちらの方は案内チラシとなります。全国図書

館大会の案内チラシでございます。１０５回目にしまして初めて三重県で

大会が行われます。県の総合文化センターでの開催となります。本年度は

さきもありましたように図書館情報システムの更新時期と、この図書館大

会の時期がかさなったこともありまして、職員にとっては、講演会であり

ますとか分科会、研修に参加できるチャンスとなりました。この機会を利

用いたしまして、職員多く参加できる形に考えております。そういったと

ころで学んだものを日々の業務に活かしまして、能力の向上を図っていき

たいと思っています。今、案内チラシをご覧いただいておりますので、少

しこちらの方のご紹介もさせていただきたいと思います。この全国図書館

大会につきましては、どなたでも参加できることになっております。委員

の皆さまにつきましても、参加の方ご検討いただければと思っておりま

す。裏面をご覧いただきますと、一番下第１５分科会、多文化サービスと

いう項目もあるんですけれども、こちらの基調報告につきましては、本日

お見えではないんですが、和気委員さんが報告をなさるということで、ち

ょっと楽しみにしているところです。詳しくはですね、大会のホームペー

ジをご覧いただくか、案内の冊子もございますので、後ほどお申し出いた



だければお渡しすることも可能ですので、よろしくお願いいたします。 

戻りまして、次に資料の５、令和元年度津市図書館行事予定一覧をご覧い

ただけますでしょうか。今年も各館さまざまな催しを予定しております。

開催月等の欄の少し網掛け色のついている部分につきましては、既に実施

された行事となっております。 

次に資料６をご覧ください。こちらです、マナーアップキャンペーン。こ

れだけでなく、夏休みの頃にマナーアップキャンペーンしておりまして、

これ以外にもポスター掲示を行ったりとか、マナーに関する本のコーナー

を設置いたしまして、ご案内しているところです。会議終了後、１階の方

にございますので、ご覧いただけると幸いです。 

つづきまして、資料の７でございます。第１０回手づくり絵本コンクー

ル。裏面の募集要項を見ていただくとありがたいのですが、今年で第１０

回となりました手づくり絵本コンクール、絵本を通じて子どもの読書活動

を充実させ、豊かな情緒を育むため、創作絵本のコンクールを実施いたし

ます。作品の募集期間につきましては、この後９月１日（日）から３０日

（月）までとしております。審査につきましては市長賞他２賞６点を、１

０月１０日（木）に審査員による審査、本に出会えるまちで賞を５点につ

きましては、市民投票により決定いたします。作品の展示につきまして

は、津図書館こちらの会場になりますが、１０月１８日から１１月３日

（祝・日）まで開催いたしまして、先ほど言いました、本に出会えるまち

で賞の市民投票につきましては、１０月１８日から２７日までとさせてい

ただきます。広報につきましては、実施するこちらのポスターであります

とかチラシについて、市内の保育所や学校、児童館、公民館などに送付し

たことと、図書館のホームページへの掲載を行っております。 

次に資料８手づくり絵本教室ですけれども、こちらも毎年、人気がありま

して、多くの方に参加いただいております。ほぼほぼ定員いっぱい来てい

ただいておりまして、毎年参加者の多くは、コンクールの方にも出品して

いただいている状況です。 

以上で、令和元年度事業についての説明を終わります。どうぞよろしくお

願いします。 

 

古谷会長 はい、ありがとうございました。令和元年度事業についての説明が終わり

ました。資料としては、３０頁の資料と、あと資料３、４、５、６、７、

８の部分になると思います。ご意見ご質問等ありましたら、お出しくださ

い。 

 

岡委員 すみません。 

 

古谷会長 はい、お願いします。 

 

岡委員 たくさん言って申し訳ないんですけれども、２点あるんですけど。 

まず、１点。令和元年度の重点目標の中にマイナンバーカードの利用促進

という話があったんですけれども、マイナンバーカードのセキュリティと

いうのは万全なんでしょうか。別に疑うわけではないけれども、そんなに

持ち歩くものではないでしょう。だから、なんでそんなことせんならんの

かなあと、すごい、今はじめて聞いて。マイナンバーカードってなんて、

ってひどい言い方ですけれども。人に知られたくないものでしょう。てい

うか知られていけないものでしょう。知られちゃいけないものを図書館へ

持っていってこれで貸し出せっていうのは、なんでそんな話が出たのかな

っていうのが一つの疑問。このシステム更新をするっていうのも、だから

それもセキュリティのための、システム更新であればいいけれども、もし



万が一図書館で使ってなんか事件になったらどうされるおつもりなのか

な、こんなん使わんほうがええんじゃないかなっと今素人判断で思ったこ

とが一つ。ですから、それを今回答してくれとは言いませんので、来年の

３月に実施するっていうのはあまりにも早急なんじゃないかなと今初めて

聞いたもので、不安になっただけです。というか私たちの年代はアナログ

人間です。ですから、カードに対する信頼が少ないんですよね。ましてや

こんなマイナンバーカードを持って図書館へ行く人、まず１００％いない

ですよ。なのに何でそんなものをするのっていうのが、疑問です。ですか

ら、それを質問しました。 

それともう一つ。ごめんなさい。いっぺんに言って申し訳ない。実はこの

土曜日に先週の土曜日に、スペシャルおはなし会というのをさせていただ

きました。ほんとは７月２７日にする予定だったんです。７月２７日に台

風が来たもので、延期させていただいて、先週の土曜日したんですけれど

も、自分たちのＰＲ不足とか、いろんなこともあったにも関わらず、たく

さん来ていただいて、大変うれしかったんですけれども、７月２７日の中

止基準なんですけど、大雨警報が出たのが、９時頃だったでしょうか、そ

れに大雨警報だったら学校は休みになりません。暴風警報だったら休みで

す。ごめんなさいね、私たちはほんとにぎりぎりまで悩んだんです。で

も、芸濃図書館の手づくり絵本教室が早々に中止になりました。それで、

参加者が決まっているところは全員に連絡されていたんですよね。ところ

が我々は来るもの拒まずのオープンな行事だったので、当日の９時の決定

しますので、すみませんが、それまでお待ちくださいっていう感じだった

んです、先日まで嘘みたいに天気が良かったので。私たまたま兵庫県に居

て、図書館から電話で明日すごいことになりそうだから、早く帰ってきて

っていう感じで、慌てて帰って、手を打ったんですけれども、はやり私た

ち個人のうつ手なんてしれてますし、図書館さんと相談しながら、翌日の

９時に発表しましょうとホームページに上げてもらったんですけれども。

とにかく、芸濃図書館が中止になったっていうことで、えーそんなにすご

いのって話で。芸濃図書館は午前中だった、安濃は午後からだった。もう

いろいろと相談して、大雨警報か、ここら辺の人は雨に慣れているし、大

丈夫だよねという感じではあったんですけれども、そういう万が一のこと

が、今どんな災害が起こるか分からないので、やったんですけれども、結

局９時に中止しましょうと中止したんですけれども、もちろん、張り紙も

しましたし、ホームページにも上げました、いろいろとしました、ＰＲし

ていただいた方にも電話連絡とかいろいろしましたけれども、当日来てい

ただいた方、あれって感じで帰っていかれた方たくさんいらっしゃったん

です。午前中に私たちのおはなし会、図書館でのおはなし会、芸濃はそれ

に伴ってどうもボランティアのあれはやめたらしいんですけれども、私た

ちせっかく来てるんだし、子どもたちたくさん来ているんだからしましょ

うと、おはなし会だけはした。午後からの行事は、もちろん中止したんで

すけれども。 

責めるわけじゃないんですけれども、津市で図書館で、大雨警報が出たら

もうやめましょうとか、暴風警報が出たらやめましょうとかいう基準を作

ってくれれば事前にホームページに当日午前９時までにこういう警報が出

たらもう中止しますとか書いてあれば、みんな納得するし、ＰＲのチラシ

にもそういうことも書けるし、何かそういう中止基準を作っていただけな

いか、そうしないとあの日やれたじゃないと言われたんですよね、実際そ

うだったんです。それと、ボランティアによるおはなし会も各館まちまち

だったと思います。たまたま私たちは居たし、特に津市から指示されたわ

けではないしということで、いらっしゃるからしましょうというふうに勝

手にしてたんですけれども、そういうのも基準があれば楽だと思うんで



す。たとえば、各館判断にしても、正規職員居るわけではないんです。ご

存知かもしれませんけれども、臨時職員ばっかりっていう館があるんで

す。津図書館みたいにたくさん正規の職員いらっしゃるところばっかりじ

ゃないんです。そういう方に判断を任せるというのはどうかと思います

し、再任用の館長さんなんですよね、だから１００％居らっしゃるとは限

らないんです。だから、津図書館が、きちっとこういう基準をしていただ

くと、私たちも対応のしようがあるんですよね。だって、結局矢面に立つ

のは、主催者側というか、やっている者なので、なんであのときしてくれ

やんだん、あのときだったら来れたのにって感じのことはたくさん言われ

たんですよね。だから、やーごめんな、なんかあったらあかんさかい、と

言うたものの、今後こういったこともあるかもしれないので、なにかの警

報が出たらもうダメですよ、もちろん暴風警報出たらやめに決まっていま

す。では大雨警報がでたらどうなんですか、とかそういったことは決めて

いただくとか、もうすごいずるいんですけれど津図書館の指示ですって言

えたらほんとに楽なのにって思ったんです。おたくらにお任せしますとい

われたときに、えー芸濃もやめたんならほなやめよかってなったんですけ

れども、別に安濃図書館の方が悪いんじゃないんです。私たちもそんな不

安ですし、そりゃこれから台風が来るというのに。 

結果論での話なんですけれども、なんか基準があったら楽だったのになと

思うので、それも考えてください。申し訳ありません。 

 

＜事務局＞ いえいえ。 

 

古谷会長 ２点あったと思いますが、お願いします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。資料には書いてないマイナンバーカードの話もさ

せてもらったんですけれども。全国ではそういうことを取り入れて、まず

はマイナンバーカードを普及させるためというところで。 

 

岡委員 

 

全国では多いのですか。 

＜事務局＞ 増えてはおります。 

 

岡委員 

 

何件ぐらいですか。 

 

＜事務局＞ 少し前に調べたところでは、３０は超えてきていると思うんですけれど

も。 

 

岡委員 

 

それは、各県での取り組みですか、市町村の取り組みですか。 

＜事務局＞ それぞれの図書館の取り組みです。 

 

岡委員 図書館って。全国に何件あるんですか。 

 

＜事務局＞ 全国で３０００ぐらいあるんですけれども、それの一部になるんですけれ

ども。 

 

岡委員 

 

そうすると、なにも津市が先駆けてしなくてもいいじゃないですか。 

 

＜事務局＞ 確かに、そうですね。 

 



岡委員 しかも、ＰＲしてないですよね、３月にする。 

 

＜事務局＞ 今のところしていないです。 

 

岡委員 それは決定なんですか、３月から実施って。 

 

＜事務局＞ ご不安なように、そうすることが可能になるということであって。 

 

岡委員 

 

それのＰＲしてないですよね。 

＜事務局＞ 今していないです。まだ整ってないので。 

 

岡委員 ３月からですよ。 

 

＜事務局＞ はい。 

 

岡委員 来年の３月からするのに、整ってなくて、ＰＲもしてなくて、見切り発車

するのですか。ごめんなさい。 

 

＜事務局＞ そう言われると、あれですけれども、見切り発車でなくて。 

 

岡委員 すごい大事なことですよ。 

 

＜事務局＞ システムの方の入れ替えが先にあって、それに合わせて。何も構想がない

わけではないんです。 

 

岡委員 これは議会で決定したんですか。 

 

＜事務局＞ そうですね。予算的に要求したものは通っている。 

 

岡委員 津市民には周知している。 

 

＜事務局＞ まだなんです。 

 

岡委員 ごめんなさい。私、ごめんなさい頭が悪いもので、周知もしていないのに

３月から実施。 

 

＜事務局＞ その予定で進めてきてはおるんですけれども、マイナンバーカードを持ち

歩くと当然不安がありますので、皆さんにそれを要求してるのではなく

て、マイナンバーカードを持っている方が便利になるようというふうに考

えています。 

 

岡委員 便利ですか、かえって。 

 

＜事務局＞ それは、お持ちの方とか、普及をしていこうという国の施策にのっている

ことになるので、まず津市の図書館の職員がカードをお預かりするわけで

はなくて、読み取り機というものを用意して、そこにご本人がかざしてい

ただくと、まったく図書館情報システムとは切り離した状態で国の総務省

に行くためだけのインターネットを通じて行きまして、この方が津市の図

書館の利用者ですよっていうことが総務省の方から津市図書館の方へ参り

ますので、じゃあ津市図書館の登録されている方で間違いないですねとい



うことで、お借りいただくと。 

 

岡委員 分かりました。図書館カードでやる方が便利そうですね。 

 

＜事務局＞ 絶対便利なんです。 

 

岡委員 セキュリティは万全だと。 

 

＜事務局＞ 津市図書館情報システムとは切り離しています。 

 

岡委員 その予算は、国が負担するんですね。津市が負担するんなら、もっとその

予算を図書館に回すべきだと私は思います。 

 

＜事務局＞ はい、ありがとうございます。 

 

岡委員 そんなことで、津市が予算を負担するんだったら、そんな先駆けて行う必

要がどこにあるんだと思います。すみません。それにどんだけ利用者おる

かと思いませんか。 

 

＜事務局＞ 今回はそういう形で進んでいますけれども、将来どうなるかはわかりませ

んから。 

 

岡委員 ５割ぐらい成功したときにじゃあと行えばいいと思います。もったいない

と思います。ただでさえ予算少ないのに、そんなことに使うなんて。ごめ

んなさい個人的意見で。 

 

＜事務局＞ いえいえ。 

 

岡委員 今初耳だったのでびっくりしまして。 

 

＜事務局＞ 図書館側の要望とは別の、国全体の取り組みの内容にかかわってくるもの

ですから。利用者の皆さまのそういった心配事を取り除けるようにＰＲ進

めてまいりたいと思います。 

 

岡委員 ごめんなさいね。 

 

＜事務局＞ もう一方、災害時といいましょうか、台風接近というところなんですが、

小中学生、子どもさんを対象としている事業につきましては、津市の学

校、公立の学校での基準を参考にさせていただいています。そちらの方

は、暴風警報は当然中止です。台風接近による大雨警報が出た場合という

のは、中止の対象となってきます。 

今回台風が、とても遠くを通って、それの影響が三重県に関わっていたと

いうことで、もう一つは土砂災害の恐れがあるという内容での大雨警報だ

ったかと思います。 

 

岡委員 ぎりぎりまででなかったんですよ。中止を決めてから、警報がやっとでた

よという感じだったので。 

 

＜事務局＞ そういう中で、ボランティアさんの関わっている事業については、ボラン

ティアさんに、申し訳ないんですが、判断を仰いでいますし。 

 



岡委員 それがつらいんです。 

 

＜事務局＞ うん、そういう意味で、子どもさんの関わるものっていうのは、学校のも

のを基準にさせていただいて、中止を決めていますので、日ごろから台風

とかの接近による場合は、中止になる場合がありますという注意事項は、

おっしゃっていただいたように載せさせてもらった方がいいかと思います

ので。 

 

岡委員 それに私よく分からんのやけど、皆さんに例えばＴｗｉｔｔｅｒとかそう

いうのを広くやってもらうとか、してもらえるといいなと思います。わか

らん者がいうてて悪いんですけれども、やっぱり急な対応をやらないと、

それで上がバシッと言ってくれると、あ、仕方ないんや、えらい悪役を負

わせて悪いんやけど、そやったんやなって言える、それがありがたい。な

んか基準はともかく作ってほしい、あいまいやなと思って。 

 

＜事務局＞ それは私の方も検討課題だなと思って。 

 

岡委員 お願いします。 

 

＜事務局＞ 各図書館の方にも、こういう基準はどうって形で流させていただいていま

す。図書館を本当に大変な被害の出るような台風だとかが来たときに、ど

ういう基準をもって図書館閉めるのって基準もあるかと思います。通常の

火曜日であるとかっていうのは、条例に載っているんですけれども、それ

以外は教育委員会が決めるということになっているので、その基準という

のはどういう場合かと言われていますので、それにつきましても、大雨だ

けでなく、地震の場合もあるかと思いますので、ある程度基準的なものを

精査しまして、教育委員会の方と相談してですね、決めていこうかなとし

ているところです。ただ、台風のようにビシッと来るとかでないし、何時

に来るとかでもないもので。 

 

岡委員 いいんです、何かあるといけないので、いいんですけど。もうちょっとあ

いまいな判断は堪忍して欲しいんです。だから、こういう基準があるか

ら、こういうふうでやむなく中止しましたと言えればいいんです。だか

ら、おっしゃっているような明確な基準を文書化してやっていただけれ

ば、これに基づいて今回のイベントは延期しましたとか、中止しましたと

か言えるのになって思ったから言わしていただいただけです。堪忍してく

ださい。 

 

＜事務局＞ 本当に、急な対応をお願いせんならんことですので、十分に周知できるか

というと難しいので、それより前にですね、そういうことがあるとか、い

ろんな方法を使って、お知らせすることができればいいんだろうと思いま

すので、本当にご意見を参考にさせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

古谷会長 それでは、ちょっと急ぐようですが、事項書に戻りまして、３番の図書館

の運営方法等について入っていきたいと思います。事務局の方から説明を

お願いします。 

 

＜事務局＞ 申し訳ございません、長くなりまして。津市図書館の方が将来にわたっ

て、何を大切にして、図書館を運営していくか、図書館の在り方、総量も

含めまして検討しているところでございます。前回も津市公共施設等総合



管理計画の抜粋でありますとか、図書館の位置図を示させていただきまし

て、図書館から離れている場所には、移動図書館、巡回車を回してはどう

かというご意見もいただきました。効率よくより多くの方に本を読んでい

ただけるよう、利用者の利便性を向上するような方法を考えていく必要が

あるんだなと思いまして、検討重ねているところかと思います。 

前回、図書館の管理運営の業務につきまして、指定管理者制度とか民間企

業への委託につきまして、メリットデメリットあるよねっていうことで、

そういったものについて、明確な資料が欲しいねっということをいただい

たもので、ちょっとつけてみたところです。資料９ 特定管理者制度・業

務委託の導入についてをご覧いただけますでしょうか。 

自治体の負担としては、人件費や資料の購入費などが委託料で支払われる

ことになります。その相手方の業者選定は、公募による選定で行われます

ので、競争原理が働きましてコスト削減が見込まれます。次に、職員の人

事管理・人材確保は指定管理者や委託業者が行いますので、自治体の業務

自体は減るだろうと。社会保険の手続きを含めて人の配置が軽減されるこ

とになります。左側の主なデメリットの欄をご覧いただきたいのですが、

委託料で支払うことになりますので、それに対する消費税が発生するこ

と、先に説明しました人事管理・人材確保に対する本社経費という形で発

生することになります。また、図書の貸出とか利用者の登録などに使用し

ています図書館情報システムは、市の契約によるものを使用するため、こ

ちらも経費縮減は期待できないものではないかなと思っております。 

次の項目のサービスについてですけれども、メリットとして、民間企業の

ノウハウや司書有資格者の雇用維持により、司書有資格者による継続した

サービスが期待できる。こちらは、企業側が言うメリットですので、本当

にそうかという問題もあります。次に、職員研修が民間レベルで行われる

によりサービスの向上が期待できます。次に、デメリットの方ですけれど

も低価格競争の結果、人材確保が困難になり、長期的にサービスの低下と

なる恐れがあります。また、契約自体が３年から５年の範囲となりますの

で、指定管理者や委託業者が代わったときには、企業独自の事業やサービ

ス内容が引き継がれないことになります。 

次の項目の職員についてですけれども、メリットとして、平日と土日祝日

や勤務地など業務の繁閑に合わせて柔軟な雇用が可能となります。二番目

に、司書有資格者については、仕様書の方に有資格者何割用意してくださ

いねという形で指定しますので、それに合わせて有資格者の雇用機会が拡

大します。デメリットは、先ほども言いましたが、契約は３年から５年の

範囲となりますので、職員が勤務経験を積むことは難しく、業務の中に

は、出版されている図書だけでなく地域の郷土資料についても精通する必

要がありますので、そういった部分の積み重ねは難しいのではないかと。

その他、仕様書に記載のない事案については、緊急時の臨機応変な対応と

いうのが、市の職員から指示することができませんので、そういった場合

には困るよね、その経費負担についても困るよねということがあります。

先ほどもありましたけれども、自然災害が起こったときの判断材料という

のは、結果論ということもありましたけれども、やっとったらできたよね

というところがね、うまく伝わらなかったりとか判断の方が難しかったり

するのかと思います。それは今でも起こっていることですので代わりませ

んけどね。 

次の項目、資料の購入・収集・保存ですけれども、企業になりますと、流

通などは民間企業のノウハウを取り入れることが可能になるかと思いま

す。現在、図書資料の購入は、市内書店で構成される津市図書納入組合か

ら購入しているということで、企業になると市内の書店さんからの購入は

されないのではないかという思いがあります。企業としましては利益を追



求しますので、その目的から資料購入を抑制したりとか、より多くの利益

を得ようとするための懸念というのが心配されます。仕様書において、本

の最低購入金額を明記することであったりとか、選書業務につきましては

自治体、市の方で行う方法とかもあると聞いております。その場合、市職

員が図書館利用者と接することなく選書業務を行うため、十分に利用者ニ

ーズに合った選書業務が行われるかが課題ではないかと思っております。 

次の項目その他に挙げましたのは、専門的業務を切り離した状態で、貸出

返却のみの窓口業務を委託することになった場合、業者の方が図書館業務

に精通してるか分からないこともありますと、直接職員に指示することが

できず、迅速な対応が難しくなる。例えば、専門的業務を行う職員へ窓口

職員からスムーズに引継ぐことができるかなど業務分担による支障が考え

られるかなと思っております。 

指定管理者制度とか業務委託とかを導入した公共図書館、他のところを見

てみますと、新たな施設の建て替えにおいて導入しているケースが増えて

きたように思います。このようにメリットもありますが、津市のような複

数の既存図書館への導入というのは課題もありますので、私どもとしまし

ては当分の間このまま直営というのを続けていきたいと考えております。

ただ、委員の皆さまのご意見も伺って参考とさせていただきたいのでお願

いします。その他、関係する参考資料として、資料１０～１２をお渡しし

ておりますので、こちらの方も参考にしていただければと思います。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。 

 

野口副会長 すみません。会長の方が緊急のお電話ということで代わらせていただきま

す。 

今の件にご意見とか、これから導入に向けてとか、導入に向けてではなく

そういうのを先に据えながらということで、ご意見をいただければと思い

ます。 

 

内田委員 はい。 

 

野口副会長 はい。 

 

内田委員 基本的に指定管理者制度、業務委託を導入する一番のメリットは人件費だ

と思うんですよね。だから、そこが市で運営していても、クリアしてれば

いい。その辺の問題をどう考えられるかと。 

例えば、伊勢市とか松阪市が導入されましたよね。そのときに人件費が本

当にどのくらい下がったのかとういうようなデータがいるんじゃないんで

すか。企業の方も、儲からないとこんなのやっても仕方ないので、どのく

らい儲かっているかというのはデータ出るか分からないんですけれども、

そういうこととか。だけど、やっぱりどんな私企業においても重要なのは

人件費。人件費が上がるか下がるかで、利益率が変わってくる。要する

に、地方公共団体、公的なものは、人件費関係なくやるわけですよね。そ

の辺の問題が今問われていると思うんですよ。例えば、警察だとか消防っ

ていうのは、人件費とかいうてたら業務はやっていけないわけで、そうす

ると人件費も、もうちょっと考えた方がいいような公共的な施設の一つと

して図書館を挙げられたと思うんです。その辺をどう考えられるかという

のがあるかなと。 

だから、伊勢とか松阪のデータをもう一回お取りになったらいかがでしょ

うか。特に人件費を中心にした。そう思うんです。 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。 



細かいその内部まで伊勢や松阪にお尋ねできるか分からないですけれど

も、今、松阪に入っている業者の方にですね、人件費、津市がこういう委

託をした場合には、どれぐらいかかるのというのを、見積もりの依頼して

いるところです。それこそ、松阪や伊勢に入っている業者は本当に全国的

な図書館に精通した業者が入っていますので、かなりの人件費、金額で見

積もってくると思われます。それほど精通されていない業者となります

と、人件費を下げてくるという予想は今のところ思っているところです。 

いろんなデータとかを併せ持ちまして、研究材料としていきたいと思いま

す。ご意見ありがとうございます。 

 

野口副会長 他によろしいですか。じゃまたそういったところを検討課題としてよろし

くお願いします。 

では、次最後、その他に移りたいと思います。その他の部分で先ほど残し

てるという部分ありましたら、出していただいて。あと、事務局の方から

は、その他に関してありますか。 

 

＜事務局＞ まずは、お聞きしましょうかね、それほどもうお時間もありませんので。 

 

安部委員 はい。 

 

野口副会長 はい。 

 

安部委員 手短にしますけれども、質問というよりはコメントとお願いみたいな形に

なります。１点目ですが、先ほどご説明いただいた、図書館要覧の３０頁

の令和元年度の重点目標３つ挙げていただいていますが、まず１点目の英

語多読講座など、積極的にやっていって、洋書の収集も推進したいという

ことで、いいことだとは思うのですが、これはちょっと、私も洋書の一般

書の方の動向はわかりませんが、学術書の方は値段はこの間上がっていま

して、それは学術書に特有の傾向なのか一般書に言えることなのかちょっ

と分からないのですが、もし一般書の方も洋書の蔵書を増やしていくとコ

ストをかさんでいくことになります。したがって、そうなると予算的な手

当てというのは必要になってくる可能性も出て来るかなと思いますので、

その辺も洋書の一般書の金額というのが、それはどんな本を買っていくか

ということと切り離せませんが、いずれにせよもしコスト増が見込まれる

のであれば、それを含めて予算の増を求めていくということを、ご検討い

ただきたいなというふうに思いました。というのがコメントになります。 

２点目は、重点目標の２つ目の、先ほどマイナンバーのお話がありました

が 岡さんがおっしゃったご懸念というのは私も強く共有します。もちろ

ん、議会で決定したことで、これから実施されていくということになると

思うので、いずれにせよ、マイナンバーの制度にしてはなぜ普及していな

いかということも含めて、言葉は悪いですけれども、しりぬぐい的な形で

こういった図書館とかに広めていこうと、もちろん国のやっていることと

市町村のやっていることは、僕は別の行政の自立性というのはあるべきだ

と考えていますが、そうは言ってられないということはあると思いますの

で、いずれにせよ議会で決まったことに云々はしませんが、それと実際に

そういう施策を運用していくにあたって、これは図書館の方々のコミュニ

ケーションコストがかかることになりますが、いくら選択で、選択肢とし

て新しく提示されるものであるとしても、やはりいろいろ不安が、実際の

市民の方は不安を抱えている。あるいは、マイナンバーカード制度その自

体に対して、非常に懐疑的だという方もいらっしゃると思いますので、い

ずれにせよ導入にあたっては丁寧なご説明を市民の方々に。非常に大変な



ことですが、丁寧な説明を心がけていただきたいと思います。 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。１点目の洋書につきまして、今収集しているのが

どちらかというと一般書というよりは児童書になりますので。 

 

安部委員 特に値段が、かつてに比べて上がってるという感じではないですか。 

 

＜事務局＞ はい、そうですね。 

 

安部委員 それなら、それで。 

 

＜事務局＞ 流通経路としては、一般書店から入ってくる分になるのかなと、直接海外

から入ってくるのではないので。割合がこれまでほんとに少なかったの

で、少し増やすという考えかなというところでございます。 

２番目のマイナンバーカードの方もご意見いただきましてありがとうござ

います。本当に丁寧な説明、先例をもって他の図書館で行われていること

ですので、そういったこと、他の導入された図書館のどういうところを注

意したところであるとか、どういうふうに皆さんにお知らせしたかという

ところでですね、いろんな情報を集めまして丁寧に扱いたいと思います。 

 

古谷会長 すみません、中抜けさせてもらいましてすみませんでした。 

 

野口副会長 今その他のところで。他に無ければ、事務局の方から。 

 

古谷会長 では、無いようなので、事務局の方からお願いします。 

 

＜事務局＞ あと、資料として、お配りしている広報紙等を入れさせていただいている

ので、そちらの方もご覧いただければと思います。 

その他としては終わりです。ありがとうございます。 

 

古谷会長 では、よろしいでしょうか、全体としまして。 

では、これで本日の議事を終了いたします。今後もより良い図書館の実現

に向け、協議していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

事務局の方から、挨拶がありましたらお願いします。 

 

＜事務局＞ 本日は、貴重なご意見、ご要望をいただきありがとうございました。図書

館がこれまでどおりより良く利用しやすくなるように、皆さんからのご意

見、ご要望を参考に業務に活かしていきたいと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 

 

古谷会長 では、これを持ちまして令和元年度第１回津市図書館協議会を閉会いたし

ます。本日は長時間ありがとうございました。気をつけてお帰りくださ

い。 

 
 


